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[bookmark: _Toc231983025]１．RFIの概要
[bookmark: _Toc231983026]（１）件名
　設楽町J-クレジット創出連携事業実施に係る情報提供依頼
[bookmark: _Toc231983027]（２）目的
　当町の取組により得られる環境価値について、脱炭素施策の検討の一環として、Ｊ-クレジット制度の活用可能性を調査している。
つきましては、Ｊ-クレジット創出・認証・販売等に関する知見及び支援実績を有する事業者から情報提供を求めるものである。
[bookmark: _Toc231983028]２．情報提供の依頼事項
[bookmark: _Toc231983029]（１）情報提供を求めるサービス及び町の希望（部分的な提案も可とする）
ア．各種方法論の選定方法
　当町が実施している事業について、クレジット創出の可能性があるものを抽出し、想定される方法論、必要条件及び創出量の概算を情報提供いただきたい。また、町のみではなく、町内中小企業（個人事業主含む。）等含め、町全域において活用できる方法があれば併せてご提供いただきたい。
なお、当町が実施している脱炭素化に係る主な取組は以下のとおり。
（町の取組）※実績及び件数は、別紙のとおり。
・公共施設のＬＥＤ照明切り替えについて今後実施予定
・住宅用太陽光発電施設設置費補助金の交付
・木質バイオマスストーブ等購入費補助金の交付
（薪、チップまたはペレットを主燃料にしたものに限る。）

イ．自治体向けに提案可能なサービス
　現在、当町では以下の事業について運用をしており、これらの事業と連携が可能なサービスやその他、自治体向けに提案を行っているものがあればご提供いただきたい。
　（ア）ふるさと納税
　（イ）企業版ふるさと納税

ウ．クレジットの認証申請等
クレジットの認証申請にあたり、当町において準備が必要となる資料、認証取得までに要する期間及び想定される事務負担（必要な作業内容、人員及び作業頻度等）についてご教示いただきたい。また、手続開始から認証取得までの主な作業工程についても併せてお示しいただきたい。

エ．運用期間中の事務負担
プロジェクト運用中に想定される事務負担についてご教示いただきたい。また、運用期間中に生じるモニタリングなどにおいて、どのようなデータを年間何回程度提供する必要があるかも併せてご教示いただきたい

オ．クレジットの販売方法等　
　当町が創出したクレジットの販売を想定した場合に、以下のことについてどのように運用されているか可能な範囲で情報提供いただきたい。
（ア）販売の方法（入札、オークション等）
（イ）販売実績（件数、単価、販売先の業種等）
（ウ）売却価格の決定方法
（エ）売却にあたって、売れ残るリスクとその対応策

カ．クレジットの還元方法等
クレジットの販売収益の還元について、手数料（事業者受け取り分）及び当町への配分はどの程度となるか、その考え方についてお示しいただきたい。
また、プロジェクトの内容によって手数料体系や配分が異なる場合には、その内容についても併せてお示しいただきたい。

　キ．事業実施に向けた全体的な費用負担
　申請から運用開始、運用開始後の必要となる自治体の負担額など費用感を以下の項目に分けて分かるものがあればご提供いただきたい。
　（ア）調査、登録及び認証等に係る初期費用
　（イ）モニタリング及び計画更新に係る運用費用
　（ウ）販売手数料

[bookmark: _Toc231983030]（２）提出資料
ア．会社概要
イ．サービスの説明資料
ウ．支援実績（自治体での導入前後の支援内容がわかるもの）
エ．サービス等の概要・料金体系が分かる資料
オ．上記依頼事項に記載の項目について分かる資料

[bookmark: _Toc231983031]３．情報等の取り扱い
本 RFI において提供を受けた情報・資料については、次のとおり取扱うものとする。

（１）本RFIは、プロジェクトの実現性を確認するための技術や費用等について、広く情報を得るための手段として実施するものであり、今後の調達実施の有無、調達を実施した場合における契約に対する意図や意味を持つものではない。
（２）本RFIにおいて本町から資料提供を受けた場合は、RFI 終了後に返却を求める場合がある。
（３）本RFIに対してどのような提案を受けても、それをもって将来の調達を約束するものではない。
（４）後日、本町から情報の提供を受けた事業者に対し、提出された資料の内容等について照会または資料の追加提供を依頼する場合がある。
（５）本RFIの実施に要する費用は、すべて事業者の負担とする。
（６）本RFIにおいて提供を受けた提案、資料等は返却しない。
（７）提供を受けた提案・資料等については、提供者に断りなく第三者に提供しないこととする。
（８）提供を受けた提案、資料等については、今後調達を実施する場合に調達仕様書に反映する場合がある。
[bookmark: _Toc231983032]４．RFIに関する質問と回答
ア．本RFIに関する質問書は全て電子メールにより提出するものとする。
イ．質問書の様式は、様式 1 に準じて作成すること。
ウ．電子メールの件名に「設楽町J-クレジット創出連携事業実施に係るRFIに関する質問」と記載し送信すること。
エ．質問書の提出期限は、令和８年６月26日（金）正午とする。
オ．質問に対する回答は、令和８年７月 １日（水）に設楽町ホームページに掲載する。
[bookmark: _Toc231983033]５．提案資料等の提出方法
（１）提出資料の形式
電子メール
（２）提出期限
　令和８年７月17日（金）　17時まで
[bookmark: _Toc231983034]６．RFIに係る日程
（１）質問書提出期限　　　　　　令和８年６月26日（金）正午
（２）質問の回答　　　　　　　　令和８年７月 １日（水）
（３）提案書・資料提出期限　　　令和８年７月17日（金）17 時

[bookmark: _Toc231983035]７．提出・連絡先
住所　　　　　〒441-2301 愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14番地
担当部署　　　　　設楽町総務課
担当者　　　　　村松
電話番号　　　　　0536-62-0511（直通）
メールアドレス　　somu@town.shitara.lg.jp
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